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事業可能性評価の評価証交付式の開催について 

（中小企業の皆様のビジネスプラン実現を支援） 

 

 財団法人岐阜県産業経済振興センターでは、中小企業の皆様が新規性のある製品、技術等

を開発し、創業や新事業の展開を図るために作成した事業計画について、事業の実現可能性

を専門家から成る事業可能性評価委員会により評価しています。そして評価結果に基づき、

事業の実現に向けた支援を当財団内に設置している岐阜県中小企業支援センターが中心とな

って行っています。 

今回７社から評価依頼があり、今年度第１回目の事業可能性評価委員会（委員長：牛込進 

株式会社ＴＹＫ 代表取締役会長）を平成１９年９月５日（水）に開催し、事業計画を評価

しました。 

その結果、６社の事業計画がＡ評価（事業可能性が高い）、１社がＢ評価（事業可能性は

普通）と評価されましたので、Ａ評価企業に対して下記のとおり評価証を交付します。今後

は事業化に向けた課題等について、岐阜県中小企業支援センターのプロデューサーが継続的

なアドバイスやフォローアップを行い、支援していきます。 

また現在、平成１９年度 第２回事業可能性評価委員会（平成２０年１月開催）への申請

を受け付けております。Ａ評価企業への支援策として、今年度から岐阜県信用保証協会によ

る保証制度がスタートしました。事業可能性評価へのチャレンジをお待ちしております。 

 

記 

 

１．Ａ評価企業及び評価事業名 （企業概要等は別紙のとおり）  

 (1) 企 業 名 有限会社コダマ食品（岐阜市） 

      事 業 名 大豆微粉末による豆腐製造の量産化 

      製品の特色 従来の大豆粉末を原料とした豆腐製造に工程の改良や見直し等を行い、 

独自の新たなノウハウや追加装備を加え、大豆微粉末による大量生産用の 

豆腐製造ラインを構築し、柔らかくのどごしの良い豆腐の製造を実現した。 

  

(2) 企 業 名 株式会社シンセン（大垣市） 

  事 業 名 グリスコントロールシステム（グリストラップ維持管理業務） 

      製品の特色 腐敗臭、排水トラブル、害虫生息、水質汚濁等の食品業界の課題を解決 

するための処理システムとして、従来のグリストラップにオゾン発生装置 

を組み込み、効果を持続させるための独自のメンテナンスシステムを併せ 

た「グリスコントロールシステム」を開発・商品化した。 

 

  (3) 企 業 名 ＤＡＩＳＥＮ株式会社（中津川市） 

事 業 名 ＩＴを利用した次世代発泡樹脂成形工場の提案 

製品の特色 ＩＴ技術を利用して、金型交換を短時間で一人で行うことを可能にする 

「金型交換システム」（ハードウェア）と生産計画の進捗管理と実績管理 

が可能な「生産管理システムDPCS」（ソフトウェア）を開発した。 



 

 (4) 企 業 名 汎陽科学株式会社（岐阜市） 

      事 業 名 種子コーティング土壌改良剤の普及 

      製品の特色 種子に土壌改良剤「息吹農法グレードＬＤ」をコーティングすること 

で、土地改良効果が得られ、同一耕作地での持続型農業が可能となるだけ 

でなく、食品の品質向上、収穫量のアップ等が可能となった。 

  

(5) 企 業 名 モリシン工業株式会社（下呂市） 

  事 業 名 アルミハニカム３次元曲面パネルの開発・商品化 

      製品の特色 従来の「ハニカム複合パネル」（２次元パネル）に独自の成型新技術を応

用して、３次曲面を持つ「アルミハニカム３次元曲面パネル」の開発に成功

した。 

 

  (6) 企 業 名 株式会社ワカミヤ商会（大垣市） 

事 業 名 スクリューネジ式キャップ 

製品の特色 機密性、安全性、信頼性の高い従来のスクリューネジ式キャップに溝や 

スリットを入れて改良を加え、片手で簡単に開閉可能な新スクリューネジ 

式キャップ容器の開発に成功した。 

 

２．評価証交付式  

 (1) 場 所   財団法人岐阜県産業経済振興センター内  

         （岐阜市薮田南５丁目１４番５３号 県民ふれあい会館１０階） 

  (2) 期 日   平成１９年９月２０日（木）  １１：００～１１：３０ 

 

３．平成１９年度 第２回事業可能性評価委員会への申請について  

 (1) 申込方法 

   評価を希望される方は「事業可能性評価申請書」を岐阜県中小企業支援センターに 

郵送してください。申請書は当センターホームページトップページの「センター申請 

書類」からダウンロードできます。（http://www.gpc.pref.gifu.jp/） 

   送付先：〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 県民ふれあい会館10階 

       （財）岐阜県産業経済振興センター 岐阜県中小企業支援センター 

  

(2) 申込締切：平成１９年１１月１５日（木） 

 

(3) Ａ評価企業への支援策 

   Ａ評価企業（事業可能性大）は次のような支援を受けることができます。 

① 岐阜県信用保証協会による保証  ＜今年度からの新しい支援策＞ 

②「ベンチャー企業マーケティング・リサーチ事業」の対象企業 

③「ミニ経営会議事業」の対象企業 

④ 中小企業基盤整備機構主催「中小企業総合展」への優先的出展 

⑤ 金融機関、マスコミへの積極的紹介 

⑥ 中小企業支援センターによる積極的な事業支援 ※②～⑥は従来からの支援策 

 

 (4)問い合わせ先 

   （財）岐阜県産業経済振興センター 岐阜県中小企業支援センター 清水、鹿野 

〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 県民ふれあい会館10階 

TEL：058-277-1096  FAX：058-273-5961  E-mail：sien@gpc.pref.gifu.jp 


